
勝浦市告示第１０４号  

 

   勝浦市罹災証明書等交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、災害により被害を受けた者に対し、罹災証明書等を

交付することについて、必要な事項を定める。  

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）災害  災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項

に規定する災害（大規模な火事又は爆発により生ずる被害を除く。）

をいう。 

（２）建物  不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第１１１条

に規定する屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着

した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの

をいう。 

（３）住家  現実に居住のため使用している建物（社会通念上の住家であ

るかどうかを問わない。）をいう。 

（４）非住家  住家以外の建物をいう。なお、官公署、学校、病院、公民

館、神社及び仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常

時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 

（５）不動産  民法（明治２９年法律第８９号）第８６条第１項に規定す

る土地及びその定着物をいう。 

（６）  動産  民法第８６条第２項に規定する不動産以外のものをいう。  

（７）  罹災証明書 災害による住家の被害程度（第５条に基づく認定）

を証明するものをいう。  



（８）罹災届出証明書  被災者からの災害による住家の被害の届出を受

け、罹災した事実を証明するものをいう。  

（９）被災届出証明書  被災者からの災害による非住家及び不動産、動産

の被災の届出を受け、被災した事実を証明するものをいう。 

（交付対象） 

第３条  罹災証明書、罹災届出証明書及び被災届出証明書（以下「証明

書」という。）は、災害により被害を受けた市内の建物及び不動産、動

産の所有者又は使用者に交付する。 

 （証明書の申請） 

第４条  証明書の交付を受けようとする者は、被害を受けたあと速やかに

罹災証明書兼罹災（被災）届出証明書交付申請書（別記第１号様式）に

次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（１）罹災（被災）した場所の位置図 

（２）罹災（被災）の状況が判断できる写真（全景と近景） 

（３）早急に被害箇所を復旧する必要があったため、当該申請をする前に

修理等を行った場合は、当該修理に要した費用の見積書及び領収書の

写し  

（４）車両については、車検証の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２  申請者は、申請書を提出するときは、公的身分証明書（運転免許証、

マイナンバーカード及び保険証等（以下「身分証明書」という。））に

より申請者本人であることを示す書類を掲示しなければならない。  

３  前２項に規定する申請書及び身分証明書の提出について、郵送による

申請の場合は、申請者の本人確認ができる身分証明書の写しを申請書に

添えて、市長に提出しなければならない。  

４  第１項に規定する申請は、代理人によってすることができる。この場

合において、代理人は委任状に必要事項を記載し、市長に提出しなけれ



ばならない。 

５  前項に規定する代理人による申請は、申請者の同一世帯の親族が代理

人の場合は、これを省略することができる。  

（調査及び被害程度の認定） 

第５条  罹災証明書における被害程度の認定は、次の各号に掲げる基準及

び指針等に基づき調査及び判定を行うものとする。 

（１）災害の被害認定基準（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣

府政策統括官（防災担当）通知） 

（２）災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府） 

（証明書の交付） 

第６条  市長は、第４条に規定する申請書の提出があったときは、罹災の

証明にあっては、前条に規定する被害程度の認定により罹災証明書（別

記第２号様式）を、罹災届出の証明又は被災届出の証明にあっては、提

出された書類を審査し、罹災届出証明書（別記第３号様式）又は被災届

出証明書（別記第４号様式）を交付するものとする。 

２  各証明書の交付枚数については、必要に応じて申請があれば複数枚交

付することができる。その際、原本以外については、原本証明により交

付するものとする。 

（交付の特例） 

第７条  証明書の様式がその提出先において特に定めたものがある場合に

は、当該提出先の証明書への証明をもって前条の交付に代えることがで

きるものとする。 

（証明手数料） 

第８条  証明書の交付に係る手数料は、勝浦市手数料条例（平成２４年勝

浦市条例第１４号）第５条第６号の規定により徴収しないものとする。  

（罹災証明書の補正の申し出） 

第９条  罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明書で証明された罹災の



程度について相当の理由をもって補正を求める場合は、市長に対し罹災

証明書の内容の補正を申し出ることができる。  

２  前項に規定する罹災証明書の補正の申し出は、罹災証明結果補正申請

書（別記第５号様式）に当該罹災証明書を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

３  前２項に規定する罹災証明書の補正の申し出は、第４条第２項から第

５項までの規定を準用する。 

 （再調査の実施） 

第１０条  市長は、前条に規定する補正の申し出があった場合において、

その申し出の内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、その点につ

いて再調査を実施することができる。 

 （補正結果の交付）  

第１１条  市長は、第９条に規定する申し出を行った者に対し、申し出の

内容を精査した結果、罹災証明書の内容を修正する必要があると認めた

ときは、当該罹災証明書の交付に代えて、補正した罹災証明書を交付す

るものとし、罹災証明書の内容を修正する必要があると認められないと

きは、文書等により結果を通知し、添付のあった当該罹災証明書を返還

するものとする。 

（補則） 

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

附  則  

 （施行期日） 

１  この告示は、令和２年７月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この告示の施行際現に改正前の勝浦市罹災証明書等交付要綱に基づき

交付された証明書については、なおその効力を有する。 


